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　電気料金が高騰する中において町民の経済的負担の軽減を図るとともに、ゼロカ
ーボンシティの実現に向けて、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、住
宅の照明を LED 照明に交換する方に対し補助金を交付します。 

また、2027 年末をもって蛍光灯の製造が終了となるため、この機会に LED 照
明へ交換しましょう。 
①　補助対象者 

・本町に住所を有し、現に居住する方 
・本人及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納しておらず、暴力団員等ではない方  
・民間賃貸住宅入居者の場合、事前に所有者から LED 照明設置の同意を得ている方 
・町営住宅入居者の場合、事前に役場建設課にて設置条件等をご確認ください（退去時撤去） 

②　補助対象機器 
・自己の住宅に供する家屋用照明器具（机上照明、照明兼プロジェクター等は除く）  
・LED 照明の更新も対象とする 
・同居をしていない親族のための機器の購入は認めない 

③　補助基準 
　・補 助 率：２分の１（商品代金に１/２を乗じた後の千円未満切捨） 
　・購入商品の下限：5,000 円（税込）以上 
　・補 助 の 上 限：100,000 円（複数台の合計含む） 
  ・設置に伴う工事が必要な場合は、材料費など直接工事に関わるものが対象 
④　申請書提出期限 
　　令和８年３月 14 日まで（４月１日以降の補助は令和８年度予算成立後にお知らせ）  
⑤　申請方法 
　　役場建設課にて、申請書・誓約書・町税等納入状況調査同意書に記入のうえ、 
　購入機器の取扱説明書及び領収書（レシート）、設置状況写真（設置前及び設置 
　後が分かるもの）を添付し、提出してください 
 
■お問い合わせ 
　役場建設課　電話：0164-33-2111（内線 94） 

 
 
 

秩父別町では、エネルギー、食料品等の物価高騰による経済的負担の軽減を図るた
め、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、65 歳以上の方１人あたり１万
円を支給します。 

■お問い合わせ・申請書提出先 
　役場住民課社会福祉係　電話　0164-33-2111（内線 46）             

秩父別町は、国の決定（令和７年 11 月 21 日閣議決定）に基づき、物価高騰に 
よる経済的影響を踏まえ、特に影響の大きい子育て世帯に対し、０歳から高校３年 
生までの子ども１人あたり２万円を支給します。 

■お問い合わせ・申請書提出先 
　役場住民課社会福祉係　電話　0164-33-2111（内線 46） 
 

 支 給 対 象 者 令和８年１月１日時点で秩父別町に住所を有する 65 歳以上の方

 支 給 額 １人あたり１万円

 

申請及び支給時期

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則申請不要です。通知に

支給時期等を記載しておりますので、内容をご確認ください。 

「申請書兼請求書」が届いた方は、必要事項を記入のうえ、期

限までに住民課社会福祉係まで提出してください。 

なお、支給時期については申請書の提出後、順次支給を開始い

たします。

 申請書提出期限 令和８年２月 27 日（金）

 

支 給 対 象 児 童

１．令和７年９月分の児童手当の支給対象児童 

２．令和７年 10 月１日から令和８年３月 31 日までに出生し

た児童 

※　１、２いずれも児童手当の受給者に支給いたします。

 支 給 額 児童１人あたり２万円

 
支 給 時 期

支給時期及び支給額等については、児童手当受給者に対し、

「支給のお知らせ」を送付いたしますのでご確認ください。

 

申 請 に つ い て

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則申請不要です。 

公務員の方で、「支給のお知らせ」が届かなかった方は、申

請書の提出が必要となりますので、所属庁又は役場住民課社会

福祉係までお問い合わせください。

 申請書提出期限 令和８年３月 31 日（火）

お知らせ版　令和８年１月 16 日発行　第 409 号

秩父別町 LED 照明機器設置費補助について

秩父別町高齢者生活支援給付金について 

国の物価高対応子育て応援手当について 

【 裏面もご覧ください 】



 日付 外科・内科 歯科

 

1 月 18 日(日)

深川市立病院 
担当医：津田こどもクリニック 院長 
深川市 6 条 6 番 1 号 
電話　0164-22-1101

渋谷歯科医院 
滝川市二の坂町東 2 丁目 1 番１号 
電話　0125-22-1737

 
1 月 25 日(日)

深川市立病院 
深川市 6 条 6 番 1 号 
電話　0164-22-1101

河村歯科 
滝川市幸町４丁目５番 19 号 
電話　0125-74-6332

 

2 月　１日(日)

深川市立病院 
担当医：津田こどもクリニック 院長 
深川市 6 条 6 番 1 号 
電話　0164-22-1101

歌志内ホワイト歯科クリニック 
歌志内市字本町 1027-30 
電話　0125-42-4618

 

2 月　８日(日)

深川市立病院 
深川市 6 条 6 番 1 号 
電話　0164-22-1101

小西歯科医院 
芦別市北２条西１丁目 6-5 
電話　0124-23-0102

 

2 月 11 日(水)

深川市立病院 
深川市 6 条 6 番 1 号 
電話　0164-22-1101

 
2 月 15 日(日)

深川市立病院 
深川市 6 条 6 番 1 号 

電話　0164-22-1101

杉村歯科医院 
深川市４条９番 28 号 

電話　0164-22-2323

 ◆休日当番医の診療時間 

　〇外科・内科：診療時間は各医療機関にお問い合わせください。 

　〇歯 科：午前 9 時から正午まで  
◆夜間の急病の場合は、初めに下記までお問い合わせください。 

　〇夜間急病センター（深川市立病院内）　電話　0164-22-4100 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

　　　は男性：シルクの湯　女性：黄金の湯　　　　　　　　　　 

は男性：黄金の湯　女性：シルクの湯 

は入館料が半額です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※行事は都合で変更することがあります。

 日 月 火 水 木 金 土

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

 ８ ９ 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

日 行　　　事 場　　所 時　間

１月 20 日（火） 
21 日（水） 
22 日（木） 

 
23 日（金） 

 
24 日（土） 

 
28 日（水） 

２月　１日（日）

町内会長会議 
まるごと元気運動教室 
ふれあい・いきいき広場 
オレンジカフェ 
まるごと元気運動教室 
「若々しなやか血管」教室 
ちっぷウィンターフェスティバル 
絵本おはなし会 
まるごと元気運動教室 
町民レクリエーション大会

役場 
スポーツセンター 
老人福祉センター 
老人福祉センター 
スポーツセンター２階大会議室 
生き活き館 
スポーツセンター周辺 
図書館 
スポーツセンター 
スポーツセンター

15：30～ 
９：30～ 

10：00～ 
13：30～ 

9：30～ 
10：00～ 
13：00～ 
13：30～ 

9：30～ 
13：00～

次号は、２月６日（金）に発行します。

日曜・休日当番医

町内行事予定　１・２月

ゆう＆ゆ　男女浴場利用カレンダー　２月 

◆■◆■◆ 今月の新刊(図書館だより増刊号) ◆■◆■◆

≪読み物≫ 
〇みんなでつくる「読書バリアフリー」（成松一郎） 
〇医師しか知らない死の直前の後悔（和田秀樹） 
○母を生きのびる本（あぴママ） 
〇上野さん、主婦の私の当事者研究につきあってくだ

さい（上野千鶴子、森田さち） 
〇まじないの文化史（新潟県立歴史博物館） 
〇ひきこもり図書館 部屋から出られない 12 の物語 
　（頭木弘樹） 
〇職分（今野敏） 
〇最後の一色 上・下（和田竜） 
○ナモナキ生活はつづく（寺地はるな）

≪その他一般書≫ 
〇「情報」用語活用辞典（小山透） 
〇日本の森の歩き方（地球の歩き方編集室） 
〇にっぽんのカモ（小宮輝之） 
○新・解きたくなる数学（佐藤雅彦、大島遼、廣瀬隼

也） 
○力尽き３コマレシピ（まみ） 
○マーモットのまもち（ドクターマーモット） 
○はじめてのキャップアート（CAP AKIRA TOKYO） 
≪児童書≫ 
〇わたしは書体デザイナー（高田裕美） 
〇ねこピクニック（あさのますみ） 
〇みょうが宿（川端誠）

◆２月の本の展示会◆ 
○一般書展示「BOOK OF THE YEAR 2025」 
○児童書展示「こころあったか おいしい本」 
　展示中の本は貸出可能です。ぜひご利用ください。 

『伝え方ひとつで変わるわたしの毎日』 
Emi　著/大和書房 

　同じことを人に伝えるにしても、その言葉の選択によって話を聞く相手の受け取る印象は大

きく変わります。暖かい言葉づかいであれば嬉しくなりますし、冷たい言葉づかいであれば悲

しくなってしまいます。 
　人に何かを伝えるとき、「３つのルール」を基本としてこころがけることで、相手も自分もラ

クになると著者は言います。コミュニケーションで悩んでいる方、この本にある「３つのルー

ル」を意識してみませんか？


